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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
　

 
平成24年度第３四半期

連結累計期間
平成25年度第３四半期

連結累計期間
平成24年度

 
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

経常収益 百万円 13,475 13,861 17,981

経常利益 百万円 1,921 1,955 1,848

四半期純利益 百万円 1,124 1,191 ―

当期純利益 百万円 ─ ― 1,051

四半期包括利益 百万円 1,448 978 ―

包括利益 百万円 ─ ― 2,211

純資産額 百万円 36,394 37,513 37,155

総資産額 百万円 995,924 1,055,656 993,874

１株当たり四半期純利益
金額

円 9.78 10.37 ―

１株当たり当期純利益
金額

円 ─ ― 9.14

潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額

円 ─ ― ―

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額

円 ─ ― ―

自己資本比率 ％ 3.65 3.55 3.73
 

　

 
平成24年度第３四半期

連結会計期間
平成25年度第３四半期

連結会計期間

 
(自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日)

(自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日)

１株当たり四半期純利益
金額

円 4.27 3.01

 

(注) １.　当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２.　第３四半期連結累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第４　経理の状況」中、「１　四半

期連結財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。

３.　潜在株式調整後１株当たり(四半期)当期純利益金額は、潜在株式がないため記載しておりません。

４． 自己資本比率は、（(四半期)期末純資産の部合計－(四半期)期末少数株主持分）を(四半期)期末資産の部

の合計で除して算出しております。(銀行法第14条の２の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定めら

れた算式に基づき算出した平成25年９月末の連結自己資本比率（国内基準）は、10.47％であります。)
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２ 【事業の内容】

　
当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容については、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

　

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前連結会計年度の有価証券報

告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

　

当第３四半期連結会計期間において、重要な契約等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当

社及び連結子会社)が判断したものであります。

　

 業績の状況

当第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年12月31日）のわが国経済は、政府や日本銀

行の政策効果もあって景況感の改善が続くなか、個人消費が底堅く推移し、設備投資も持ち直すなど緩

やかな回復基調で推移いたしました。今後につきましては、海外景気の下振れリスクや消費税率引上げ

に伴う駆け込み需要の反動が懸念されるものの、各種政策効果に下支えされ、景気は緩やかな回復基調

を続けていくものと予想されます。

 当社グループの営業基盤である岡山県におきましても、個人消費は持ち直しに向う動きが明確になっ

ているほか、設備投資も非製造業を中心に持ち直しており、また、太陽光発電事業や医療・介護関連へ

の投資が活発に行われており、今後政策効果の地方への本格的波及などから、県内景気は緩やかに改善

していくことが期待されます。

 このような環境のもと、当社は、中期経営計画「トマトＭＯＴＴＯ
3
プラン」（平成24年４月～平成27

年３月）に基づき、お取引先の高度化・多様化する経営課題に関する相談や解決に向けたコンサルティ

ング機能をより一層発揮し、医療・介護、農業、企業の海外進出など地域の成長分野の支援に積極的に

取り組むとともに、企業の経営改善のほか育成・成長への支援にも力を注いでおります。また、岡山市

に次ぐ県内経済規模を有する倉敷地区において、お客さまサービスと当社のプレゼンスの一層の向上を

図るため、営業戦略上の旗艦店舗となる「倉敷営業部」を本年７月に新設することといたしました。

このような取り組みのなか、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりま

した。

主要な勘定におきましては、預金残高は、流動性預金、定期性預金ともに増加し、前年度末比502億

円増加して9,606億円（前年同期比388億円増加）となりました。預り資産残高（預金、譲渡性預金、投

資信託、公共債及び個人年金保険の合計）は、前年度末比527億円増加して1兆1,004億円（前年同期比

467億円増加）となりました。貸出金残高は、企業向け貸出及び個人ローン等に積極的に取り組みまし

た結果、前年度末比608億円増加して7,878億円（前年同期比752億円増加）となりました。有価証券残

高は、前年度末比151億円減少して2,205億円（前年同期比24億円減少）となりました。

損益面におきましては、連結経常収益は、資金運用収益や役務取引等収益の増加を主因に、前年同期

比385百万円増収の13,861百万円となりました。連結経常利益は前年同期比33百万円増益の1,955百万

円、連結四半期純利益は前年同期比66百万円増益の1,191百万円となりました。

また、事業部門別の損益状況は、銀行業では、経常収益が13,688百万円、経常利益が1,898百万円と

なり、その他（クレジットカード業等）では、経常収益が172百万円、経常利益が57百万円となりまし

た。
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国内・国際業務部門別収支

　
資金運用収支は、前年同四半期比421百万円増加して10,314百万円となりました。

　内訳は、資金運用収益が前年同四半期比398百万円増加の11,229百万円、資金調達費用が前年同四半期

比22百万円減少の915百万円であります。　

役務取引等収支は、前年同四半期比71百万円増加して658百万円となりました。

　内訳は、役務取引等収益が前年同四半期比203百万円増加の2,033百万円、役務取引等費用が前年同四

半期比131百万円増加の1,375百万円であります。

その他業務収支は、前年同四半期比124百万円減少して29百万円となりました。

　内訳は、その他業務収益が前年同四半期比99百万円減少の154百万円、その他業務費用が前年同四半期

比25百万円増加の125百万円であります。
　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第３四半期連結累計期間 9,763 129 △0 9,893

当第３四半期連結累計期間 10,154 159 △0 10,314

　うち資金運用収益
前第３四半期連結累計期間 10,699 155 △23 10,831

当第３四半期連結累計期間 11,060 192 △22 11,229

　うち資金調達費用
前第３四半期連結累計期間 936 25 △23 938

当第３四半期連結累計期間 905 32 △22 915

役務取引等収支
前第３四半期連結累計期間 577 9 ― 586

当第３四半期連結累計期間 650 7 ― 658

　うち役務取引等
　収益

前第３四半期連結累計期間 1,815 14 ― 1,830

当第３四半期連結累計期間 2,019 13 ― 2,033

　うち役務取引等
　費用

前第３四半期連結累計期間 1,238 5 ― 1,243

当第３四半期連結累計期間 1,369 6 ― 1,375

特定取引収支
前第３四半期連結累計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結累計期間 ― ― ― ―

　うち特定取引収益
前第３四半期連結累計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結累計期間 ― ― ― ―

　うち特定取引費用
前第３四半期連結累計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結累計期間 ― ― ― ―

その他業務収支
前第３四半期連結累計期間 208 108 △163 153

当第３四半期連結累計期間 208 △2 △176 29

　うちその他業務
　収益

前第３四半期連結累計期間 240 176 △163 253

当第３四半期連結累計期間 258 72 △176 154

　うちその他業務
　費用

前第３四半期連結累計期間 31 67 ― 99

当第３四半期連結累計期間 49 75 ― 125
 

(注) １. 国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社の外貨建取引であります。ただし、円

建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。

２. 相殺消去額は、連結会社間取引の相殺消去額と国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息でありま

す。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況

　
役務取引等収益は、前年同四半期比203百万円増加して2,033百万円となりました。

主な内訳は、預金・貸出業務が前年同四半期比６百万円増加の444百万円、為替業務が前年同四半期比

14百万円減少の591百万円であります。

役務取引等費用は、前年同四半期比131百万円増加して1,375百万円となりました。うち、為替業務は

前年同四半期比１百万円減少の109百万円であります。
　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 1,815 14 ― 1,830

当第３四半期連結累計期間 2,019 13 ― 2,033

　うち預金・貸出
　業務

前第３四半期連結累計期間 437 ― ― 437

当第３四半期連結累計期間 444 ― ― 444

　うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 594 11 ― 606

当第３四半期連結累計期間 580 11 ― 591

　うち証券関連
　業務

前第３四半期連結累計期間 326 ― ― 326

当第３四半期連結累計期間 519 ― ― 519

　うち代理業務
前第３四半期連結累計期間 204 ― ― 204

当第３四半期連結累計期間 189 ― ― 189

　うち保護預り・
　貸金庫業務

前第３四半期連結累計期間 15 ― ― 15

当第３四半期連結累計期間 15 ― ― 15

　うち保証業務
前第３四半期連結累計期間 21 2 ― 24

当第３四半期連結累計期間 20 2 ― 23

役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 1,238 5 ― 1,243

当第３四半期連結累計期間 1,369 6 ― 1,375

　うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 105 5 ― 111

当第３四半期連結累計期間 103 6 ― 109
 

(注) １. 国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社の外貨建取引であります。ただし、円

建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。

２. 相殺消去額は、連結会社間取引の相殺消去額であります。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況
　

○　預金の種類別残高(末残)
　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第３四半期連結会計期間 917,971 3,920 △88 921,802

当第３四半期連結会計期間 954,576 6,116 △83 960,610

　うち流動性預金
前第３四半期連結会計期間 401,898 ─ △78 401,819

当第３四半期連結会計期間 422,420 ― △83 422,337

　うち定期性預金
前第３四半期連結会計期間 511,579 ─ △10 511,569

当第３四半期連結会計期間 527,147 ― ― 527,147

　うちその他
前第３四半期連結会計期間 4,494 3,920 ─ 8,414

当第３四半期連結会計期間 5,008 6,116 ― 11,125

譲渡性預金
前第３四半期連結会計期間 6,096 ─ ─ 6,096

当第３四半期連結会計期間 15,685 ― ― 15,685

総合計
前第３四半期連結会計期間 924,067 3,920 △88 927,898

当第３四半期連結会計期間 970,262 6,116 △83 976,295
 

(注) １．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

２．定期性預金＝定期預金＋定期積金

３．国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社の外貨建取引であります。ただし、円

建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。

４．相殺消去額は、連結会社間取引の相殺消去額であります。

　

国内・国際業務部門別貸出金残高の状況
　

○　業種別貸出状況(末残・構成比)
　

業種別
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

国内
(除く特別国際金融取引勘定分)

712,536 100.00 787,820 100.00

　製造業 71,869 10.09 67,250 8.54

　農業、林業 2,790 0.39 2,932 0.37

　漁業 14 0.00 19 0.00

　鉱業、採石業、砂利採取業 792 0.11 787 0.10

　建設業 39,049 5.48 38,811 4.93

　電気・ガス・熱供給・水道業 2,430 0.34 2,750 0.35

　情報通信業 5,908 0.83 5,971 0.76

　運輸業、郵便業 17,548 2.46 20,235 2.57

　卸売業、小売業 63,278 8.88 63,170 8.02

　金融業、保険業 83,742 11.75 121,111 15.37

　不動産業、物品賃貸業 53,535 7.52 50,306 6.38

　各種サービス業 57,772 8.11 61,767 7.84

　地方公共団体 59,073 8.29 80,019 10.16

　その他 254,730 35.75 272,686 34.61

特別国際金融取引勘定分 ─ ─ ― ―

　政府等 ─ ─ ― ─

　金融機関 ─ ─ ― ─

　その他 ─ ─ ― ─

合計 712,536 ─ 787,820 ─
 

(注)　「国内」とは、当社及び連結子会社であります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 177,800,000

計 177,800,000
 

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 116,790,300 同左
東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、株主
としての権利内容に制限のな
い標準となる株式でありま
す。
単元株式数は1,000株であり
ます。

計 116,790,300 同左 ― ―
 

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成25年10月１日～
　平成25年12月31日

─ 116,790 ─ 14,310 ─ 12,640
 

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

　
当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成25年９月30日現在で記載しております。
　

① 【発行済株式】

平成25年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─

議決権制限株式(その他) ─ ― ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式   1,749,000

―
株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

113,843,000
113,843 同上

単元未満株式
普通株式

1,198,300
― 同上

発行済株式総数 116,790,300 ― ―

総株主の議決権 ― 113,843 ―
 

(注)　上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が１千株含まれておりま

す。

また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が１個含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
　株式会社トマト銀行

岡山市北区番町２丁目３
番４号

1,749,000 ─ 1,749,000 1.49

計 ― 1,749,000 ─ 1,749,000 1.49
 

　

２ 【役員の状況】

　

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１.　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類

は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

　

２.　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（自平成25年10

月１日　至平成25年12月31日）及び第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年12月31

日）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

現金預け金 12,955 26,077

コールローン及び買入手形 3,500 5,000

商品有価証券 575 383

有価証券
※2 235,707 ※2 220,572

貸出金
※1 726,974 ※1 787,820

外国為替 1,045 1,024

その他資産 4,420 4,961

有形固定資産 10,192 10,935

無形固定資産 446 499

繰延税金資産 1,669 1,321

支払承諾見返 2,951 3,190

貸倒引当金 △6,564 △6,131

資産の部合計 993,874 1,055,656

負債の部

預金 910,383 960,610

譲渡性預金 7,935 15,685

コールマネー及び売渡手形 9,027 2,472

借用金 10,771 18,867

外国為替 2 2

社債 10,300 11,300

その他負債 3,300 3,947

退職給付引当金 886 959

役員退職慰労引当金 244 219

睡眠預金払戻損失引当金 108 89

偶発損失引当金 198 192

再評価に係る繰延税金負債 608 605

負ののれん 0 －

支払承諾 2,951 3,190

負債の部合計 956,718 1,018,142

純資産の部

資本金 14,310 14,310

資本剰余金 12,491 12,491

利益剰余金 7,322 7,944

自己株式 △506 △553

株主資本合計 33,617 34,192

その他有価証券評価差額金 2,911 2,697

繰延ヘッジ損益 0 △0

土地再評価差額金 609 604

その他の包括利益累計額合計 3,520 3,301

少数株主持分 17 19

純資産の部合計 37,155 37,513

負債及び純資産の部合計 993,874 1,055,656
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

経常収益 13,475 13,861

資金運用収益 10,831 11,229

（うち貸出金利息） 9,537 9,874

（うち有価証券利息配当金） 1,225 1,315

役務取引等収益 1,830 2,033

その他業務収益 253 154

その他経常収益
※1 560 ※1 443

経常費用 11,553 11,905

資金調達費用 938 915

（うち預金利息） 711 600

役務取引等費用 1,243 1,375

その他業務費用 99 125

営業経費 8,737 8,768

その他経常費用
※2 534 ※2 720

経常利益 1,921 1,955

特別利益 31 －

負ののれん発生益 27 －

その他の特別利益 3 －

特別損失 33 28

固定資産処分損 14 19

減損損失
※3 18 ※3 9

税金等調整前四半期純利益 1,919 1,927

法人税、住民税及び事業税 414 246

法人税等調整額 364 486

法人税等合計 778 733

少数株主損益調整前四半期純利益 1,141 1,193

少数株主利益 16 2

四半期純利益 1,124 1,191
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,141 1,193

その他の包括利益 307 △214

その他有価証券評価差額金 307 △214

繰延ヘッジ損益 △0 △1

持分法適用会社に対する持分相当額 0 0

四半期包括利益 1,448 978

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,432 976

少数株主に係る四半期包括利益 16 2
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１.　貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

破綻先債権額 854百万円 1,104百万円
延滞債権額 22,070百万円 22,096百万円

３カ月以上延滞債権額 11百万円 ―百万円

貸出条件緩和債権額 4,270百万円 4,709百万円

合計額 27,207百万円 27,910百万円
 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

　

※２．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対

する保証債務の額は次のとおりであります。
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

3,594百万円 2,841百万円
 

　

(四半期連結損益計算書関係)

※１.　その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

貸倒引当金戻入益 19百万円 ―百万円
償却債権取立益 264百万円 208百万円

 

　

※２.　その他経常費用には、次のものを含んでおります。　

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

貸出金償却 292百万円 158百万円
貸倒引当金繰入額 ―百万円 323百万円

株式等償却 105百万円 42百万円
 

　

※３　使用方法の変更や市場価格の著しい低下により、資産グループのうち割引前将来キャッシュ・フ
ローの総額が帳簿価額に満たないものについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少
額を減損損失として特別損失に計上しております。

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

岡山県内  岡山県内  
　用途 遊休資産１か所 　用途 遊休資産１か所

　種類 土地、建物、動産等 　種類 土地、建物、動産等

　減損損失 18百万円 　減損損失 ８百万円

  岡山県外  
  　用途 営業用店舗２か所

  　種類 動産

  　減損損失 ０百万円
 

 資産のグルーピングの方法は、営業用店舗については、管理会計上の最小区分である営業店単位

で行っており、その他遊休資産等については、各々独立した単位で行っております。
 資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、「不動産鑑定評価基準」（国

土交通省平成14年７月３日）に準拠して評価した額から処分費用見込額を控除して算定しておりま
す。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及び

負ののれんの償却額は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

減価償却費 471百万円 365百万円
負ののれんの償却額 17百万円 0百万円

 

　

(株主資本等関係)

　
　前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）
　
１　配当金支払額

　

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 287 2.50 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

平成24年11月９日
取締役会

普通株式 287 2.50 平成24年９月30日 平成24年12月７日 利益剰余金
 

　
２　基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの
　

　　　該当事項はありません。
　
　当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）
　
１　配当金支払額

　

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 287 2.50 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

平成25年11月12日
取締役会

普通株式 287 2.50 平成25年９月30日 平成25年12月６日 利益剰余金
 

　
２　基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの
　

　　　該当事項はありません。
　
(セグメント情報等)

　
【セグメント情報】

　
　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）
　

当社グループは、報告セグメントが銀行業のみであり、当社グループの業績における「その他」の重

要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」にはクレジットカード業務等が含まれ

ております。

　
　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）
　

当社グループは、報告セグメントが銀行業のみであり、当社グループの業績における「その他」の重

要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」にはクレジットカード業務等が含まれ

ております。
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(金融商品関係)
　
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認め

られるものは次のとおりであります。

　
　前連結会計年度（平成25年３月31日）
　

科　　目
連結貸借対照表

計上額(百万円)

時　価
(百万円)

差　額
(百万円)

現金預け金 12,955 12,955 ―

有価証券 234,833 236,487 1,653

　満期保有目的の債券 26,561 28,215 1,653

　その他有価証券 208,272 208,272 ―

貸出金 726,974   
　貸倒引当金 △6,444   
（*） 720,530 733,465 12,935

　　　　資　産　計 968,319 982,908 14,589

預金 910,383 910,830 446

　　　　負　債　計 910,383 910,830 446
 

　（*）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

　
　当第３四半期連結会計期間（平成25年12月31日）
　

科　　目
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)

時　価
(百万円)

差　額
(百万円)

現金預け金 26,077 26,077 ―

有価証券 219,813 221,133 1,319

　満期保有目的の債券 26,732 28,052 1,319

　その他有価証券 193,081 193,081 ―

貸出金 787,820   
　貸倒引当金 △6,047   
（*） 781,773 790,165 8,392

　　　　資　産　計 1,027,664 1,037,376 9,711

預金 960,610 960,933 323

　　　　負　債　計 960,610 960,933 323
 

　（*）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
　
（注）１　現金預け金の時価の算定方法

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価
としております。満期のある預け金については、残存期間が短期間（１年以内）であり、時価は
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

　　　２　有価証券の時価の算定方法

株式は取引所の価格、債券は業界団体が公表する取引価格等の市場価格によっております。自
社保証付私募債は、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローをスワッ
プ金利等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引くことにより、現在価値を算定
しております。
変動利付国債の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、引き続き市場価格を

時価とみなせない状態にあると判断し、当第３四半期連結会計期間（当連結会計年度）において
は、合理的に算定された価額をもって四半期連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）と
しております。これにより、市場価格をもって四半期連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計
上額）とした場合に比べ、前連結会計年度末は「有価証券」は95百万円増加、「繰延税金資産」
は33百万円減少、「その他有価証券評価差額金」は61百万円増加しており、当第３四半期連結会
計期間末は、合理的に算定された価額は市場価格と同一となっております。
変動利付国債の合理的に算定された価額は、当社が保有する15年変動利付国債について、日本

証券業協会公表の店頭売買参考統計値（10年、20年、30年の利付国債）及び10年スワップション
ボラティリティのデータを使用し、フォワードレートプライシングモデルにより算定しておりま
す。
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　　　３　貸出金の時価の算定方法

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態
が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間、与信管理上の信用リスク
区分ごとに、その将来キャッシュ・フローをスワップ金利等適切な指標に信用スプレッドを上乗
せした利率で割り引くことにより、現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間（１
年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・

フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているた
め、時価は四半期連結決算日（連結決算日）における四半期連結貸借対照表（連結貸借対照表）
上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価として
おります。

　　　　４　預金の時価の算定方法

要求払預金については、四半期連結決算日（連結決算日）に要求された場合の支払額（帳簿価
額）を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来の
キャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受
け入れる際に使用する利率を用いております。なお、残存期間が短期間（１年以内）のものは、
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

　

(有価証券関係)
　

企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認め

られるものは次のとおりであります。

　
その他有価証券

　　前連結会計年度（平成25年３月31日）

 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差　額（百万円）

株式 2,552 4,033 1,480

債券 174,030 176,412 2,381

　国債 127,702 129,586 1,883

　地方債 13,207 13,316 109

　社債 33,120 33,509 389

その他 27,421 27,826 405

　うち外国債券 26,702 26,938 235

合計 204,004 208,272 4,267
 

　

　　当第３四半期連結会計期間（平成25年12月31日）

 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
差　額(百万円)

株式 2,584 4,478 1,894

債券 159,095 160,882 1,787

　国債 121,157 122,606 1,449

　地方債 10,013 10,105 92

　社債 27,924 28,170 246

その他 27,488 27,719 230

　うち外国債券 25,939 26,011 71

合計 189,168 193,081 3,912
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（注）　その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで

回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額（連結

貸借対照表計上額）とするとともに、評価差額を当第３四半期連結累計期間（連結会計年度）の損失として処

理(以下、「減損処理」という。)しております。

前連結会計年度における減損処理額は、株式115百万円であります。

　当第３四半期連結累計期間における減損処理額は、株式42百万円であります。

また、減損処理基準は以下のとおりであります。

(1)　簿価に対して時価の下落率が50％以上の銘柄は、全て減損

(2)　下落率が30％以上50％未満の銘柄については、過去の株価動向、発行会社の業績・信用リスクの推移等

を検討し、回復する可能性がないと判断されるものは、全て減損

　

(金銭の信託関係)
　

該当事項はありません。

　

(デリバティブ取引関係)
　

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日に比して著しい変動

はありません。

　
(１株当たり情報)

　

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

　

  
前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
 至　平成25年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 円 9.78 10.37

(算定上の基礎)    

　四半期純利益 百万円 1,124 1,191

　普通株主に帰属しない金額 百万円 ― ―

　普通株式に係る四半期純利益 百万円 1,124 1,191

　普通株式の期中平均株式数 千株 115,005 114,873
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないので、記載しておりません。

　

(重要な後発事象)
　

該当事項はありません。
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２ 【その他】

中間配当

第131期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）中間配当につきましては、平成25年11月

12日開催の取締役会において、平成25年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、

次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　中間配当金額 287百万円

②　１株当たりの中間配当金 ２円50銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成25年12月６日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　村　　田　　賢　　治　　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　伊　加　井　　真　弓　  ㊞

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成26年２月10日

株式会社トマト銀行

取締役会　御中

　

 

　

 

　

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社トマト銀行の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成25年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、

四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。
　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半

期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トマト銀行及び連結子会社の平成

25年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　上
　

 

※１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提

出会社が別途保管しております。

※２　四半期連結財務諸表の範囲には、ＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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